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（証券コード9622）
平成31年3月6日

　

株 主 各 位
東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

代表取締役社長 佐 々 木 靖 浩
　

第47期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第47期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげ

ます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株

主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成31年3月25日
（月曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
　

記
　

1. 日 時 平成31年3月26日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１番１号

ロイヤルパークホテル２階
3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第47期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上
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◎事業報告、計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブ
サイト（https://www.space-tokyo.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあ
げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎お土産をご用意しておりますが、議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個と
させていただきます。

　

議決権行使方法についてのご案内
　

株主総会にご出席いただく場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
なお、株主でない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は会場にご入場いただけませんので、ご
注意いただきますようお願い申しあげます。

　

郵送による議決権の行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。
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議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件
　
当社は平成30年7月14日をもちまして、創立70周年を迎えることができました。これもひとえに株主の皆様
をはじめ、関係各位のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

当社の配当政策は、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指す一方、収益力の一層の向上と財務体質の強
化を図り、安定配当を維持することを基本方針としております。
この基本方針に基づき株主の皆様のご支援にお応えするため、当事業年度の期末配当につきましては、1株に
つき25円に記念配当4円を加えまして1株につき29円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき29円（内、記念配当4円）
(ご参考)中間配当を含めた年間配当金は、1株につき54円となります。
配 当 総 額 700,708,991円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成31年3月27日といたします。
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
　
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名全員は任期満了となり、うち取締役で
ある岡島昇、清水康史、大藪由紀夫、兼子正則は退任いたします。つきましては、経営体制の強化を図るため、
取締役1名を増員することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであり
ます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
なお、監査等委員会から本議案について、各候補者の選任は適切であり、特段指摘すべき事項はない旨の意見
を受けております。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位および担当

1
はやし ふ じ お

林 不二夫 代表取締役会長 再 任

2
さ さ き やす ひろ

佐々木 靖 浩 代表取締役社長 再 任

3
か とう ち ず お

加 藤 千寿夫 取締役 再 任

4
わか ばやし ひろ ゆき

若 林 弘 之 取締役 再 任

5
つか たに こう じ

塚 谷 光 次 執行役員
大阪本部長 新 任

6
もり た しょう いち

森 田 昭 一 執行役員
商環境研究所長 新 任

7
しょう むら こう し

庄 村 香 史 執行役員
名古屋本部長 新 任

8
おと べ かつ し

乙 部 勝 司 執行役員
東京本部長 新 任

9
まつ お のぶ ゆき

松 尾 信 幸 執行役員
人事企画本部長 新 任
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１
はやし ふ じ お

林 不二夫 再 任

生年月日
昭和28年7月28日生

所有する当社の株式数
59,546株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和50年 3月 当社入社
昭和60年 1月 東京カトウ美装㈱企画

設計部長
昭和60年 6月 ㈱東京スペース取締役

就任
平成 3年 7月 当社取締役就任
平成 9年 3月 当社常務取締役就任
平成11年 7月 当社大阪本部長
平成13年 3月 当社専務取締役就任

平成14年 1月 当社営業統括本部長
平成15年 3月 当社代表取締役専務就

任
平成18年 5月 当社常務取締役就任
平成19年 1月 当社専務取締役就任
平成25年 3月 当社代表取締役専務就

任
平成31年 1月 当社代表取締役会長就

任(現任)
取締役候補者とした理由
当社の営業部門統括責任者を歴任し、営業部門全般に関する豊富な経験と実績を有
しており、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していると判断したことから、
引き続き取締役候補といたしました。

２
さ さ き やす ひろ

佐々木 靖 浩 再 任

生年月日
昭和39年12月3日生

所有する当社の株式数
31,495株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和62年 3月 ㈱東京スペース入社
平成 6年 2月 当社横浜事務所長
平成22年 1月 当社商環境研究所長
平成23年 3月 当社取締役就任
平成27年 1月 当社常務取締役就任

平成27年 1月 当社東京事業本部長
平成31年 1月 当社代表取締役社長就

任(現任)

取締役候補者とした理由
当社の営業部門責任者を歴任し、営業部門全般に関する豊富な経験と実績を有して
おり、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していると判断したことから、引き
続き取締役候補といたしました。
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３
か とう ち ず お

加 藤 千寿夫 再 任

生年月日
昭和33年4月14日生

所有する当社の株式数
1,627,413株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和56年 3月 当社入社
昭和62年 1月 当社静岡事務所長
昭和63年12月 当社取締役就任(現任)
平成 3年12月 当社常務取締役就任
平成 5年 1月 当社管理本部長
平成 7年 3月 当社専務取締役就任
平成 9年 3月 当社代表取締役専務就

任

平成11年 3月 当社代表取締役副社長
就任

平成13年 3月 当社代表取締役社長就
任

平成25年 3月 当社代表取締役会長就
任

取締役候補者とした理由
当社の代表取締役社長及び営業部門の要職を歴任した後、当社代表取締役会長を務
めており、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したことから、
引き続き取締役候補といたしました。

４
わか ばやし ひろ ゆき

若 林 弘 之 再 任

生年月日
昭和34年2月16日生

所有する当社の株式数
1,148,955株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和57年 3月 当社入社
昭和60年 7月 ㈱東京スペース企画室

長代理
昭和63年12月 ㈱東京スペース取締役

就任
平成 3年 1月 当社総務部長
平成 3年 7月 当社取締役就任(現任)
平成 8年 1月 当社管理本部長

平成 9年 3月 当社常務取締役就任
平成18年 1月 当社代表取締役副社長

就任
平成18年 5月 当社専務取締役就任
平成21年 1月 当社管理統括本部長
平成25年 3月 当社代表取締役社長就

任

取締役候補者とした理由
当社の営業部門及び管理部門の要職を歴任し、当社代表取締役社長を務めるなど、
経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したことから、引き続き
取締役候補といたしました。
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５
つか たに こう じ

塚 谷 光 次 新 任

生年月日
昭和45年1月15日生

所有する当社の株式数
10,008株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成 8年 2月 当社入社
平成23年 1月 当社東京事業本部LS本

部長
平成25年 4月 当社執行役員東京事業

本部LS本部長
平成30年 1月 当社執行役員大阪事業

本部大阪第2本部長

平成31年 1月 当社執行役員大阪本部
長（現任）

取締役候補者とした理由
当社の営業部門に長年携わり、営業部門全般に関する豊富な経験と実績を有してお
り、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したことから、取締
役候補といたしました。

６
もり た しょう いち

森 田 昭 一 新 任

生年月日
昭和42年3月15日生

所有する当社の株式数
13,642株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成12年 9 月 当社入社
平成22年 1 月 当社大阪本部CE研究

所長
平成27年 1 月 当社執行役員東京事業

本部商環境研究所長
平成31年 1 月 当社執行役員商環境研

究所長（現任）
取締役候補者とした理由
当社の企画・設計部門に長年携わり、企画・設計部門全般に関する豊富な経験と実
績を有しており、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したこ
とから、取締役候補といたしました。
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７
しょう むら こう し

庄 村 香 史 新 任

生年月日
昭和49年7月5日生

所有する当社の株式数
7,949株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成 7 年 4 月 当社入社
平成26年 1 月 当社CS事業本部GMS

本部長
平成29年 1 月 当社執行役員名古屋事

業本部第3本部長
平成31年 1 月 当社執行役員名古屋本

部長（現任）
取締役候補者とした理由
当社の営業部門に長年携わり、営業部門全般に関する豊富な経験と実績を有してお
り、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したことから、取締
役候補といたしました。

８
おと べ かつ し

乙 部 勝 司 新 任

生年月日
昭和40年1月10日生

所有する当社の株式数
25,406株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和62年 3 月 ㈱東京スペース入社
平成25年 1 月 当社東京事業本部東京

本部長
平成31年 1 月 当社執行役員東京本部

長（現任）

取締役候補者とした理由
当社の営業部門に長年携わり、営業部門全般に関する豊富な経験と実績を有してお
り、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したことから、取締
役候補といたしました。
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９
まつ お のぶ ゆき

松 尾 信 幸 新 任

生年月日
昭和47年3月23日生

所有する当社の株式数
33,927株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成 4 年 4 月 当社入社
平成13年 1 月 当社静岡事務所長
平成25年 7 月 当社CS事業本部CVS

副本部長
平成27年 1 月 当社CS事業本部CVS

本部長

平成30年 1 月 当社管理本部副本部長
兼人事部長

平成31年 1 月 当社執行役員人事企画
本部長（現任）

取締役候補者とした理由
当社の営業部門及び管理部門に長年携わり、管理部門全般に関する豊富な経験と実
績を有しており、経営の意思決定及び執行の監督を適切に遂行できると判断したこ
とから、取締役候補といたしました。

　

（注）1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.取締役候補者の所有する当社株式数は、平成30年12月31日現在の状況を記載しております。なお、所有する当社株式数に
は、スペース役員持株会及びスペース従業員持株会の持分が含まれております。
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第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
　
経営監督機能の強化を図るため、監査等委員である取締役1名を増員することとし、監査等委員である取締役1
名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

み しな かず ひさ

三 品 和 久 新 任

生年月日
昭和32年5月1日生

所有する当社の株式数
70,103株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和55年 3 月 当社入社
昭和61年 9 月 当社浜松事務所長
平成 7年 1 月 当社経営管理室長
平成26年 4 月 当社総務部長

平成29年 7 月 当社管理本部長
平成31年 1 月 当社監査等委員補助

（現任）

取締役候補者とした理由
当社の管理部門の責任者を歴任し、豊富な経験と実績及び見識を有しており、取締
役会における意思決定及び監督機能の実効性向上が期待できることから、取締役候
補といたしました。

（注）1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式数は、平成30年12月31日現在の状況を記載しております。なお、所有
する当社株式数には、スペース従業員持株会の持分が含まれております。

以 上

【ご参考】
コーポレートガバナンス・コードより、取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役
候補者の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名に当たっては、当社の業務に精通し、人格・識見
ともに優れ、その職責を全うすることのできる人材であることを踏まえ、経営陣幹部及び取締役会全
体の能力・多様性のバランスを考慮し、監査等委員会と適正に審議した上で、取締役会の決議により
決定しております。監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、上記に加え、財務・会計、法
務、経済等の多様な知見を有する人材を、監査等委員会の同意を経て、取締役会の決議により決定し
ております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年02月20日 16時07分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



添付書類
事業報告（平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）

11

1．会社の現況に関する事項
　
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度における当社を取り巻く事業環境は、全体として企業収益の改善を背景に設備投資が増加する
など緩やかな回復基調が続いておりますが、当社の主要取引先である小売業界では商業施設の新規出店の減
少に加え、施設間競合過多及び人手不足、更にはインターネット販売の拡大など、大きな変化への対応が求
められる状況であり厳しい受注環境となりました。
このような状況の下、当社は中期経営計画に基づき、安定した利益を確保するため収益性及び生産性の向
上を目的とした社内体制の整備・強化を行ってまいりました。
この結果、当事業年度の売上高は464億58百万円（前事業年度比8.5％減）、営業利益は33億30百万円

（前事業年度比9.3％減）、経常利益は32億64百万円（前事業年度比11.2％減）となりました。当期純利益に
つきましては、投資有価証券評価損84百万円を特別損失に計上したことにより、21億７百万円（前事業年度
比15.4％減）となりました。
なお、当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分野
別に記載しております。

　
（単位：百万円）

　

市 場 分 野 売 上 高 前期対比
複合商業施設・総合スーパー 8,849 105.4％
食品スーパー・コンビニエンスストア 5,302 85.9％
各種専門店 20,741 81.2％
飲食店 5,898 104.2％
サービス等 5,666 113.9％

合 計 46,458 91.5％
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（2）設備投資等の状況
当事業年度に実施した設備投資は11億76百万円であり、主な内容は本社隣地の土地費用4億95百万円、IT

事務機器費用2億9百万円、及び新基幹システム開発費用2億10百万円です。
　
（3）資金調達の状況

該当事項はありません。
　
（4）事業の譲渡、合併等企業再編行為等

該当事項はありません。
　
（5）対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、企業収益の改善を背景に設備投資は堅調に推移していくものと期待されて
おります。また、当社の主要取引先である小売業界では、大型商業施設の新規出店や既存施設の増床やリニ
ューアルは増えるものと予想しておりますが、消費税増税や人手不足等、事業環境の変化による設備投資抑
制が懸念され、先行きは不透明な状況が想定されます。
このような状況の下、当社は中期経営計画のテーマである「原点回帰」に基づきコストの削減及び人事制
度の再構築並びに企業ブランディングを継続するとともに、目標達成に向けて取り組んでまいります。
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売上高 （単位：百万円）

第44期 第45期

当期純利益 （単位：百万円）

第44期 第45期

経常利益 （単位：百万円）

第44期 第45期

１株当たり当期純利益 （単位：円）

第44期 第45期

純資産 （単位：百万円）

第44期 第45期

総資産 （単位：百万円）

第44期 第45期

第46期 第46期 第46期

第46期 第46期 第46期

第47期 第47期 第47期

第47期 第47期 第47期

46,458 3,264
2,107

87.21
33,302

27,543

3,546

30,783

24,053

2,227 2,169

25,137

3,360

31,362

51,371 49,243 50,746
3,677 2,491

103.09 33,257

26,571
92.17 89.77

（6）財産及び損益の状況の推移
　

区 分 平成27年度
第44期

平成28年度
第45期

平成29年度
第46期

平成30年度
第47期(当期)

売 上 高 (百万円) 51,371 49,243 50,746 46,458
営 業 利 益 (百万円) 3,545 3,367 3,672 3,330
経 常 利 益 (百万円) 3,546 3,360 3,677 3,264
当 期 純 利 益 (百万円) 2,227 2,169 2,491 2,107
1 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円.銭) 92.17 89.77 103.09 87.21

総 資 産 額 (百万円) 30,783 31,362 33,257 33,302
純 資 産 額 (百万円) 24,053 25,137 26,571 27,543
1 株 当 た り
純 資 産 額 (円.銭) 995.28 1,040.16 1,099.56 1,139.93

　

（注）1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。
2. 当社は平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益及び1株
当たり純資産額につきましては、当該株式分割が第44期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。
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（7）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

　
（8）主要な事業内容

商業施設の情報・企画開発・設計・監理・施工、店舗装備品・陳列装飾器具の設計・製造・販売
　
（9）主要な営業所及び工場

本 社 東 京 都 中 央 区

東 京 事 業 本 部 東 京 都 中 央 区

名 古 屋 事 業 本 部 名 古 屋 市 西 区

大 阪 事 業 本 部 大 阪 市 西 区

福 岡 本 部 福 岡 市 博 多 区

制 作 本 部 愛 知 県 犬 山 市

札 幌 事 務 所 札 幌 市 中 央 区

仙 台 事 務 所 仙 台 市 青 葉 区

横 浜 事 務 所 横 浜 市 神 奈 川 区

金 沢 事 務 所 石 川 県 金 沢 市

静 岡 事 務 所 静 岡 市 駿 河 区

京 都 事 務 所 京 都 市 山 科 区

広 島 事 務 所 広 島 市 東 区

松 山 事 務 所 愛 媛 県 松 山 市

松 山 第 2 事 務 所 愛 媛 県 松 山 市

鹿 児 島 事 務 所 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市

沖 縄 事 務 所 沖 縄 県 那 覇 市
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（10）従業員の状況
　

区 分 当期末従業員数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
男 性 664名 6名増 38.8歳 14.0年
女 性 259名 4名増 31.4歳 7.1年
合計及び平均 923名 10名増 36.7歳 12.1年

　

（注） 従業員数は就業人員であります。
　
（11）主要な借入先

該当事項はありません。

（12）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2．会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 44,736,120 株

（2）発行済株式の総数 24,162,379 株
（自己株式数2,437,940株を除く。)

（注)当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。

（3）株 主 数 5,113名
　
（4）大 株 主

　

株 主 名 持 株 数 持株比率
株 ％

ス ペ ー ス 従 業 員 持 株 会 2,679,547 11.1
加 藤 千 寿 夫 1,607,590 6.7
ス ペ ー ス 取 引 先 持 株 会 1,299,914 5.4
若 林 弘 之 1,124,420 4.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 795,700 3.3
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 682,044 2.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 670,100 2.8
髙 津 伸 生 637,098 2.6
若 林 幸 子 570,520 2.4
後 藤 廣 高 567,600 2.3

　

（注）1．当社は、自己株式2,437,940株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
2．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

　
（5）その他株式に関する重要な事項

① 一単元当たりの株式数 100株
　

② 自己株式の取得及び処分等の状況
取得した自己株式
取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取により買い受けた株式
普通株式 3,770株
取得価額の総額 5,610,578円

処分した自己株式
単元未満株式の買増により売り渡した株式
普通株式 409株
処分価額の総額 617,776円

③ 当社は、流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として、平成30年1月1日付で普通株式1
株につき1.1株の株式分割を行っております。
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3．会社の新株予約権等に関する事項
　

該当事項はありません。

4．会社役員に関する事項

（1）取締役の氏名等
　

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 加 藤 千 寿 夫
代 表 取 締 役 社 長 若 林 弘 之
代 表 取 締 役 専 務 林 不 二 夫 営業統括本部長
常 務 取 締 役 岡 島 昇 大阪事業本部長
常 務 取 締 役 清 水 康 史 名古屋事業本部長
常 務 取 締 役 佐 々 木 靖 浩 東京事業本部長
取 締 役 大 藪 由 紀 夫 商環境研究所長
取 締 役 兼 子 正 則 大阪第1本部長
取締役（常勤監査等委員） 菊 池 利 夫

取 締 役 （監 査 等 委 員） 前 川 弘 美 弁護士(セントラル法律事務所パートナー)
㈱大光取締役（監査等委員）

取 締 役 （監 査 等 委 員） 和 田 良 子 大学教授(敬愛大学経済学部)

取 締 役 （監 査 等 委 員） 田 口 聡 志 大学教授(同志社大学商学部)・公認会計士
㈱GTM総研取締役

　

（注）1．取締役（監査等委員）前川弘美、和田良子及び田口聡志の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を選定しております。
3．監査等委員田口聡志氏は商学部の教授・公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4．取締役（監査等委員）前川弘美、和田良子及び田口聡志の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。

5．川村修三氏は、平成30年3月29日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役（常勤監査等委員）
を退任いたしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額とし
ております。
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（3）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
　

区 分 支給人員 支給額

取締役(監査等委員を除く) 8名 224,040千円
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

5名
(3名)

28,680千円
(13,950千円)

合 計
(うち社外役員)

13名
(3名)

252,720千円
(13,950千円)

　

（注）1．上記の他、使用人兼務役員に対する使用人給与相当額（賞与含む）を次のとおり支給しております。
　 使用人兼務役員 28,852千円
2．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は平成28年3月30日開催の第44期定時株主総会決議により、年額400,000千円
以内と定められております。

3．取締役（監査等委員）の報酬限度額は平成28年3月30日開催の第44期定時株主総会決議により、年額100,000千円以内と
定められております。

4．取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、株主総会において承認された総額の限度内において、取締役（監査等委員を除く）
の業務執行状況を考慮し、取締役会の決議により決定しております。

5．取締役（監査等委員）の報酬等は、株主総会において承認された総額の限度内において、取締役（監査等委員）の業務執行
状況を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

6．当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）8名、取締役（監査等委員）4名であります。上記の支給人員と相
違しているのは、平成30年3月29日をもって退任した取締役（監査等委員）1名を含んでいるためであります。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
（イ） 社外取締役（監査等委員）前川弘美氏の兼職先であるセントラル法律事務所及び㈱大光との間に

は重要な取引その他の関係はありません。
（ロ） 社外取締役（監査等委員）和田良子氏の兼職先である敬愛大学との間には重要な取引その他の関

係はありません。
（ハ） 社外取締役（監査等委員）田口聡志氏の兼職先である同志社大学及び㈱GTM総研との間には重要

な取引その他の関係はありません。
② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
③ 当事業年度における主な活動状況

　

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役
（監査等委員） 前 川 弘 美

社外取締役前川弘美氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回
中12回、監査等委員会に12回中12回出席し、弁護士として法律分野
の専門家としての長年の経験と知見から有用な発言を行っておりま
す。

社外取締役
（監査等委員） 和 田 良 子

社外取締役和田良子氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回
中12回、監査等委員会に12回中12回出席し、経済学分野の専門家と
しての長年の経験と知見から有用な発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 田 口 聡 志

社外取締役田口聡志氏は、当事業年度に開催された取締役会に12回
中12回、監査等委員会に12回中12回出席し、会計学の専門家として
の長年の経験と知見から有用な発言を行っております。

　

（注） 書面決議による取締役会の回数は除いております。
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5．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 31,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31,000千円

　

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

2．監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実
績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人
の報酬等の額について同意いたしました。

　
（3）非監査業務の内容

該当事項はありません。
　
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められるときは、
監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び、その理由を報告
いたします。
また、監査等委員会は、次のいずれかに該当し、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要
があると判断した時は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを決定いたしま
す。
① 会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
② 会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行するに不十分であると判断

した場合
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6．会社の体制及び方針

（1）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
するための体制
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（イ）コンプライアンスに関する体制を整備するため、コンプライアンスに係る規程の制定、委員会の設
置、取締役・使用人教育等を行うものとする。

（ロ）取締役は内部監査部門を通じて、定期的に内部監査を実施するものとする。内部監査部門は、監査
の方針、計画について監査等委員会と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告する等、監査等
委員会と緊密に連携するものとする。

（ハ）子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社の
取締役及び使用人に対して当社の基本規程に準じた教育、研修等を行うものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会議事録、稟議書、その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定める
ところに従い適切に保存し、かつ管理するものとする。

③ 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（イ）当社グループの危機管理に関する体制を整備するための危機管理規程を定め、個々の危機について
の管理責任者を決定し、同規程に従った危機管理体制を構築するものとする。また、当社は子会社の
危機管理について、指導・助言を行うものとする。

（ロ）不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対
応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えるものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（イ）取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営

方針及び経営戦略に関する重要事項や業績の進捗について討議の上、対策を講ずるものとする。
（ロ）業務執行に関して、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等による適切な権限の委譲により、効
率的な取締役の職務の執行を行うものとする。

（ハ）当社は、間接業務（財務・経理、総務、人事、業務等）を子会社に提供することにより、子会社の
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制を構築し運用するものとする。
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⑤ 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（イ）子会社における業務の適正及び経営管理に適用する関係会社管理規程を定め、これを基礎として子
会社で諸規程を定めるものとし、当社は子会社の取締役等及び使用人を指導するとともに、必要に応
じてモニタリングを行うものとする。

（ロ）取締役は、子会社において、法令違反その他経営管理に関する重要事項を発見した場合は、適切な
対応・対策を行い、監査等委員会との連携を図るものとする。

（ハ）子会社の取締役及び使用人は、定期的に当社取締役会へ職務の執行状況の報告を行うものとする。
⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項と当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び監査等委員会の当該使用
人への指示の実効性の確保に関する事項

（イ）監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から求められた際に監査等委員会と協議
の上設置するものとする。

（ロ）監査等委員会補助者の評価は監査等委員会が行い、監査等委員会補助者の任命、異動等人事権に係
る事項の決定には監査等委員会の同意を得ることにより、監査等委員以外の取締役からの独立性を確
保するものとする。

（ハ）監査等委員会補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の補助業務を優先し、監査
等委員会の指示に基づく調査・監査補助等の推進を妨げないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を監査等委員
会に定期的及び随時報告するものとする。
・当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・法令及び定款に違反する重要な事項
・取締役及び使用人の職務の執行に掛かる不正行為
・取締役会及び経営会議等の重要な会議で決議された事項
・内部監査の結果
・内部統制システムの構築に関する事項
・内部通報の内容及び状況
・その他職務遂行上、必要と判断した事項

⑧ 監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保す
るための体制
監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
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⑨ 監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他当該職務の執行につい
て生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署におい
て審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（イ）監査等委員会が、当社グループにおける会議の議事録、各種報告等の重要事項について閲覧できる
体制を整えることとする。

（ロ）代表取締役は、随時、監査等委員会との会合をもち、会社の経営方針を確認するとともに、会社が
対処すべき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について
意見を交換し、意思疎通を図ることとする。

⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制
反社会的勢力との関係は一切これを持たないことを、基本方針と定め、反社会的勢力から不当な要求

がなされた場合は、速やかにその対応部署へ報告・相談するとともにあらゆる民事上の法的手段を講じ、
当社グループ全体として組織的に対応を行うものとする。

　
（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況

① 内部統制システム全般
当社グループは、内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、取

締役会に報告して改善を図ることを徹底しております。
② コンプライアンス
当社グループは、法令遵守体制を強化・推進するため、「コンプライアンス規程」を策定し、四半期毎

にコンプライアンス委員会を開催しております。また、コンプライアンス研修を毎年開催し、コンプラ
イアンスの重要性を周知徹底しております。
③ 内部監査
当社グループは、内部監査室が作成した内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、取締役会に報告

しております。
④ 危機管理体制
当社グループは、危機管理に関する体制を整備するため、「危機管理規程」を策定しております。対処

すべき危機が発生した場合は、代表取締役を対策本部長とする対策本部を速やかに設置し、対応してい
く事としております。

　
（3）株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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（4）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指す一方、収益力の一層の向上と財務体質の強化を図
り、安定配当を維持する事を基本とし、株主の皆様に利益還元を心掛けてまいりたいと考えております。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、1株当たり25円に記念配当4円を加えまして29円（中間

配当25円を含めた年間54円の配当）を予定しております。
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貸借対照表 （平成30年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
完 成 工 事 未 収 入 金
未 成 工 事 支 出 金
材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無形固定資産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

21,004,576
11,616,349
1,297,959
5,877,034
1,878,144
129,625
108,056
80,014
21,736
△4,344

12,298,387
9,329,788
2,830,587

9,871
17,190

0
308,192
6,107,911

3,038
52,997
405,918

559
206,030
191,293
8,035

2,562,679
1,502,739
474,038

300
140,834
2,907

315,259
192,435
△65,834

流 動 負 債 3,835,684
工 事 未 払 金 1,469,694
リ ー ス 債 務 803
未 払 金 506,309
未 払 費 用 682,930
未 払 法 人 税 等 535,893
未 払 消 費 税 等 74,448
未 成 工 事 受 入 金 185,547
預 り 金 258,576
賞 与 引 当 金 88,579
完成工事補償引当金 32,521
そ の 他 381
固 定 負 債 1,923,802
リ ー ス 債 務 2,544
退 職 給 付 引 当 金 1,569,970
長 期 未 払 金 350,387
そ の 他 900
負 債 合 計 5,759,487
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 26,999,269
資 本 金 3,395,537
資本剰余金 3,567,127
資 本 準 備 金 3,566,581
そ の他資本剰余金 546
利益剰余金 21,771,469
利 益 準 備 金 201,150
そ の他利益剰余金 21,570,319
固定資産圧縮積立金 12,234
別 途 積 立 金 9,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金 12,558,085

自 己 株 式 △1,734,864
評価・換算差額等 544,206
その他有価証券評価差額金 544,206

純 資 産 合 計 27,543,475
資 産 合 計 33,302,963 負 債 純 資 産 合 計 33,302,963

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
（単位：千円）

　

科 目 金 額
売 上 高
完 成 工 事 高 46,458,585

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 40,759,525

売 上 総 利 益 5,699,059
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,368,676
営 業 利 益 3,330,383
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,747
受 取 配 当 金 22,582
受 取 地 代 家 賃 7,464
そ の 他 9,058 40,852

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,295
支 払 手 数 料 3,601
売 上 割 引 21,211
不 動 産 賃 貸 費 用 3,082
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 65,834
そ の 他 9,320 106,344

経 常 利 益 3,264,890
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 190 190

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 84,902 84,902

税 引 前 当 期 純 利 益 3,180,177
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,064,133
法 人 税 等 調 整 額 8,560 1,072,694
当 期 純 利 益 2,107,483

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 （平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
（単位：千円）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資 本

準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
平成30年1月1日
残高 3,395,537 3,566,581 219 3,566,800 201,150 12,971 9,000,000 11,713,019 20,927,141 △1,729,545 26,159,933

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － △1,263,155 △1,263,155 － △1,263,155

当 期 純 利 益 － － － － － － － 2,107,483 2,107,483 － 2,107,483

自己株式の取得 － － － － － － － － － △5,610 △5,610

自己株式の処分 － － 326 326 － － － － － 290 617

圧縮積立金の取崩 － － － － － △737 － 737 － － －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － 326 326 － △737 － 845,065 844,328 △5,319 839,335

平成30年12月31日
残高 3,395,537 3,566,581 546 3,567,127 201,150 12,234 9,000,000 12,558,085 21,771,469 △1,734,864 26,999,269

　
評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成30年1月1日
残高 411,973 411,973 26,571,907

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △1,263,155

当 期 純 利 益 － － 2,107,483

自己株式の取得 － － △5,610

自己株式の処分 － － 617

圧縮積立金の取崩 － － －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 132,232 132,232 132,232

当期変動額合計 132,232 132,232 971,568

平成30年12月31日
残高 544,206 544,206 27,543,475

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
　
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
　
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。
　
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式及び
関 係 会 社 出 資 金

……… 移動平均法による原価法

そ の 他 有 価 証 券
時価のあるもの ……… 当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法にて算定）
時価のないもの ……… 移動平均法による原価法

2．たな卸資産の評価基準及び評価方法
未 成 工 事 支 出 金 ……… 個別法による原価法
材 料 ……… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）
貯 蔵 品 ……… 最終仕入原価法による原価法

3．固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
(リース資産を除く)

……… 定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法によっております。
なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。
建 物 15年～50年
構 築 物 10年～40年
機械及び装置 2年～ 8年
車 両 運 搬 具 3年～ 4年
工具、器具及び備品 4年～ 6年

無 形 固 定 資 産
(リース資産を除く)

……… 定額法によっております。

長 期 前 払 費 用 ……… 定額法によっております。
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リ ー ス 資 産 ……… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

4．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 : 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

賞 与 引 当 金 : 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上
しております。

完成工事補償引当金 : 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、補償費の支出見込額を実績割合により
計上しております。

受注損失引当金 : 受注業務における将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失を
合理的に見積り可能な受注業務に係る損失について、当事業年度以降発生が見込まれ
る損失発生額を計上しております。なお、当事業年度における計上はありません。

退職給付引当金 : 従業員の退職給付の支払いに備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生日より1年間で均等償却処理をしております。
数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度にて一括費用処理をしております。

5．完成工事高の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお
ります。
なお、当事業年度の工事進行基準による完成工事高は、362,864千円です。

6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。
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7．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　
（貸借対照表に関する注記）
1．有形固定資産の減価償却累計額 ……………………………………… 2,620,967千円
2．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権
長期金銭債権

………………………………………………………………
…………………………………………………………

1,770
140,834

千円
千円

3．期末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関
の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度末残高に含まれております。
受取手形 ………………………………………………………………… 28,544千円

4．取締役に対する金銭債務
長期金銭債務 …………………………………………………………… 350,387千円
上記の取締役に対する金銭債務は、役員退職慰労金未支給額であります。

　
（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高の総額
売 上 高 ………………………………………………………… 17,932千円
売 上 原 価 ………………………………………………………… 1,468千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式
普通株式 24,182,109 2,418,210 － 26,600,319
合計 24,182,109 2,418,210 － 26,600,319
自己株式
普通株式 2,213,254 225,095 409 2,437,940
合計 2,213,254 225,095 409 2,437,940
（注）1.平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。

2.普通株式の増加の内訳は、株式分割による増加2,418,210株であります。
3.普通株式の自己株式の増加の内訳は、株式分割による増加221,325株、取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取に
よる増加3,770株であります。
4.普通株式の自己株式の減少409株は、単元未満株式の売り渡しによるものであります。

2．配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年 3月29日
定時株主総会 普通株式 659,065 30.00 平成29年12月31日 平成30年 3月30日

平成30年 8月 8日
取締役会 普通株式 604,089 25.00 平成30年 6月30日 平成30年 9月12日
（注）当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期の1株あたり配

当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成31年 3月26日
定時株主総会 普通株式 700,708 利益剰余金 29.00 平成30年12月31日 平成31年 3月27日
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 27,122千円
未払事業税 36,624千円
退職給付引当金 480,725千円
長期未払金 107,288千円
関係会社出資金評価損 42,868千円
投資有価証券評価損 75,259千円
減価償却超過額 8,148千円
土地減損損失 112,662千円
その他 56,489千円
繰延税金資産小計 947,188千円
評価性引当額 △361,557千円
繰延税金資産合計 585,631千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △8,276千円
その他有価証券評価差額金 △182,080千円
繰延税金負債合計 △190,357千円
繰延税金資産(負債)の純額 395,273千円
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（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用について短期的並びに長期的な預金への預入等安全性の高い金融資産に限定しており
ます。また、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針です。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券の主な内容である株式は、主に業務上にて関係を有する企業の株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払法人税等は、

そのほぼ全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、不測の損害が生じないようにするため、与信管理規程に従い、担当部署
が取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握、また、販
売管理規程に従い、各営業担当者が支払条件や取引相手の信用状況に応じて期日及び残高等を適切に管
理することで、リスクの軽減を図っております。
なお、そのほとんどが1年以内の短期間で決済されております。

② 市場リスクの管理
投資有価証券については、四半期毎に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市
況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、営業債務について、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新す
ると共に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価に関しては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
などを採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりません（（注2）を

参照ください。）。
（単位：千円）

　

貸借対照表
計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 11,616,349 11,616,349 －
(2)受取手形及び完成工事未収入金 7,174,993 7,174,993 －
貸倒引当金（※1） △4,344 △4,344 －

7,170,649 7,170,649 －
(3)投資有価証券
その他有価証券 1,502,739 1,502,739 －

資産 計 20,289,738 20,289,738 －
(4)工事未払金 1,469,694 1,469,694 －
(5)未払金 506,309 506,309 －
(6)未払費用 682,930 682,930 －
(7)未払法人税等 535,893 535,893 －

負債 計 3,194,828 3,194,828 －
　

（※1）受取手形及び完成工事未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び完成工事未収入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

（3）投資有価証券
株式のうち上場株式については、取引所の価格によっております。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価

との差額は以下のとおりです。
① その他有価証券

（単位：千円）
　

種類 貸借対照表
計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株式 1,307,554 564,867 742,687
小計 1,307,554 564,867 742,687

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 195,184 296,488 △101,303
小計 195,184 296,488 △101,303

合計 1,502,739 861,355 641,384
　

（注）上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度末において、その他有価証券で時価のある株
式について84,902千円減損処理を行っております。
② 当事業年度中に売却したその他有価証券
その他有価証券の当事業年度中の売却額は1,500千円であり、売却益の合計額は190千円であります。
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負 債
（4）工事未払金、（5）未払金、（6）未払費用、（7）未払法人税等

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

　
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）
　

区 分 貸借対照表計上額

関係会社株式
非上場株式 474,038

長期未払金 350,387
　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「2．
金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。

　
（注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）
　

1年以内 1年超～
5年以内

5年超～
10年以内

現金及び預金 11,616,349 － －
受取手形及び完成工事未収入金 7,174,993 － －

合 計 18,791,343 － －
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（賃貸等不動産に関する注記）
当社は、賃貸等不動産を所有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
　
（持分法損益等に関する注記）
該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

　
（1株当たり情報に関する注記）

1. 1株当たり純資産額 1,139円93銭
2. 1株当たり当期純利益金額 87円21銭

　
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成31年2月15日

株式会社スペース
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 松 聡 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 佐々田 博 信 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社スペースの平成30年1月1日から
平成30年12月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び

その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明

細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第47期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の
内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査しました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成31年2月16日

株式会社スペース 監査等委員会
常勤監査等委員 菊 池 利 夫 ㊞
監 査 等 委 員 前 川 弘 美 ㊞
監 査 等 委 員 和 田 良 子 ㊞
監 査 等 委 員 田 口 聡 志 ㊞

（注） 監査等委員前川弘美氏、監査等委員和田良子氏及び監査等委員田口聡志氏は、会社法第2条第15号及
び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

　
以 上
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東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１番１号
ロイヤルパークホテル ２階
TEL（03）3667－1111（代表）

　

交通のご案内
　

●東京メトロ半蔵門線 「水天宮前駅」に直結（４番出口）
●東京メトロ日比谷線・都営浅草線 「人形町駅」より徒歩５分
（日比谷線：Ａ１出口、浅草線：Ａ３出口）

　 ※大変恐縮ではございますが、お車でのご来場はご遠慮いただきたく
お願い申しあげます。
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